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役場からのお知らせ役場からのお知らせ

　
重
度
心
身
障
害
児
・
者
が
医
療
を
受

け
る
と
き
、
各
医
療
保
険
の
対
象
と
な

る
医
療
費
の
自
己
負
担
分
を
市
町
村
が

助
成
し
ま
す
。
利
用
に
は
受
給
者
証
が

必
要
で
す
の
で
、
担
当
係
で
交
付
を
受

け
て
く
だ
さ
い
。

　
世
帯
員
の
異
動
（
転
入
・
転
出
な
ど
）

や
健
康
保
険
の
変
更
な
ど
が
あ
っ
た
場

合
は
、
手
続
き
が
必
要
で
す
。

◆
対
象
者

　
（
①
〜
③
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
）

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
ま
た
は
２
級

の
方

②
療
育
手
帳
Ａ
１
（
最
重
度
）
ま
た
は
Ａ

２
（
重
度
）
の
方

③
身
体
障
害
者
手
帳
３
級
ま
た
は
４
級

を
所
持
し
、
か
つ
中
度
知
的
障
が
い

と
認
定
さ
れ
た

１８
歳
未
満
の
合
併
障

が
い
の
方

※
た
だ
し
、

６５
歳
以
上
で
、
平
成

１５
年

１０
月
以
降
に
新
た
に
①
・
②
の
認
定

を
受
け
た
方
は
、
市
町
村
民
税
非
課

税
世
帯
の
方
の
み
対
象
で
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

健
康
福
祉
課 

福
祉
係

蕁

４
３
―

２
１
２
４

　
配
偶
者
の
い
な
い
父
・
母
と
児
童
、

ま
た
は
父
母
の
い
な
い
児
童
に
つ
い
て
、

医
療
費
の
自
己
負
担
分
（
高
額
医
療
費

は
除
く
）
を
助
成
し
ま
す
。

※
所
得
制
限
が
あ
り
、
受
給
者
お
よ
び

同
居
し
て
い
る
扶
養
義
務
の
あ
る
方

の
前
年
の
所
得
に
対
し
て
所
得
税
が

課
税
さ
れ
て
い
る
世
帯
な
ど
は
、
対

象
と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◆
助
成
の
種
類

【
現
物
給
付
】

受
給
者
証
を
医
療
機
関
に
示
し
、
助

成
分
を
差
し
引
い
て
支
払
う
方
法

【
療
養
費
払
い
】

い
っ
た
ん
自
己
負
担
分
を
支
払
い
、

後
日
役
場
で
給
付
請
求
す
る
方
法

※
県
外
受
診
の
場
合
は
療
養
費
払
い
に

な
り
ま
す
。
領
収
書
が
必
要
で
す
。

◆
申
請
時
に
必
要
な
も
の

【
新
規
】（
随
時
受
付
）

　
印
か
ん
、
健
康
保
険
証

【
更
新
】（
６
月

１０
日
〜

２２
日
受
付
）

　
印
か
ん
、
健
康
保
険
証
、
同
意
書
、

申
請
書
、
受
給
者
証

○
お
問
い
合
わ
せ

 
本
庁 

健
康
福
祉
課 

福
祉
係

蕁

４
３
―

２
１
２
４

 
放
送
大
学
で
は
、

１０
月
入
学
生
を
募

集
し
て
い
ま
す
。
同
大
学
は
、
テ
レ
ビ

や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
て
自
宅
で

学
べ
る
正
規
の
大
学
で
す
。
学
位
取
得

は
も
ち
ろ
ん
、
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
や
自

己
実
現
な
ど
、
生
涯
学
習
を
め
ざ
す
方

を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

・
１０
代
か
ら

９０
代
の
幅
広
い
世
代
、
約

９
万
人
の
学
生
が
学
ん
で
い
ま
す
。

・
テ
レ
ビ
で
授
業
を
行
っ
て
い
る
だ
け

で
な
く
、
学
生
は
そ
の
授
業
を
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
好
き
な
と
き
に
受
講

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

・
約
３
０
０
の
幅
広
い
授
業
科
目
が
あ
り
、

１
科
目
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

・
卒
業
す
れ
ば
学
士
を
取
得
で
き
ま
す
。

・
放
送
授
業
１
科
目
の
授
業
料
は
１
万

１
千
円
（
入
学
金
は
別
）
。
半
年
ご
と

に
学
ぶ
科
目
分
だ
け
の
授
業
料
を
払

う
シ
ス
テ
ム
で
す
。

・
半
年
だ
け
在
学
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

　
資
料
を
無
料
で
差
し
上
げ
て
い
ま
す
。

お
気
軽
に
左
記
ま
で
ご
請
求
く
だ
さ
い
。

※
出
願
期
間
は
、
第
１
回
は
８
月

３１
日
ま

で
、
第
２
回
は
９
月

１５
日
ま
で
で
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
放
送
大
学
高
知
学
習
セ
ン
タ
ー

蕁

０
８
８
―

８
４
３
―

４
８
６
４

　
独
立
行
政
法
人
自
動
車
事
故
対
策
機

構
（
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ｖ
Ａ
）
で
は
、
育
成
資
金
の

貸
付
や
介
護
料
の
支
給
を
行
っ
て
い
ま

す
。

◆
育
成
資
金
の
貸
付

　
自
動
車
事
故
が
原
因
で
保
護
者
が
亡

く
な
っ
た
り
、
重
度
の
障
害
を
残
す
こ

と
に
な
っ
た
家
庭
（
生
活
貧
困
家
庭
）
の

児
童
を
対
象
に
、
中
学
校
卒
業
ま
で
の

間
、
無
利
子
で
育
成
資
金
を
貸
し
付
け

ま
す
。

・
一
時
金
　

１５
万
５
千
円

・
入
学
支
度
金
　
４
万
４
千
円

・
月
額
　
１
万
円
ま
た
は
２
万
円

◆
介
護
料
の
支
給

　
自
動
車
事
故
が
原
因
で
重
度
の
後
遺

障
が
い
が
残
り
、
介
護
が
必
要
に
な
っ

た
方
に
、
介
護
料
を
支
給
し
ま
す
。

◆
友
の
会
の
入
会

　
育
成
資
金
の
貸
付
・
介
護
料
の
支
給

世
帯
を
友
の
会
の
活
動
や
交
流
会
に
招

待
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

独
立
行
政
法
人 

自
動
車
事
故
対
策

機
構 

高
知
支
所

蕁

０
８
８
―

８
３
１
―

１
８
１
７

交
通
事
故
被
害
者
の
家
庭
を
サ
ポ
ー
ト

i

放
送
大
学
入
学
生
募
集

i

重
度
心
身
障
害
児
・
者
医
療

費
（
福
祉
医
療
）
助
成

ひ
と
り
親
家
庭
の
医
療
費
助
成


